
応　　　札 応　　　札

県で落札者を決定 県で落札者を決定

県において、落札額が低入札防止対策対象額を
下回っているか否か確認

契　約　締　結

低入札防止対策対象業務か否かによって落札後の手続が異なります

指名通知が届いたら低入札防止対策対象業務か否か確認してください
※対象業務の場合業務委託仕様書にその旨明記されています

低入札防止対策対象業務の場合 低入札防止対策対象業務ではない場合

低入札防止対策業務の流れ

契約解除及び違約金等

契　約　締　結

契約不可（契約辞退）及び指名停止措置

第三者照査実施計画に関する協議
（設計担当部署）

実施計画書（様式４－１）・照査計画書（様式４－２）を提出
（設計担当部署へ提出）

提出された書類の内容不備

申出書（様式３－１）・確認書（様式３－２）を提出
　（契約室へ提出）

提出された書類で履行可能と判断できる場合

業務を実施
（県において、様式３－1（写）を入札結果表に追加添付・公表）
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で履行可能と判断できない場合

落札額が低入札防止対策対象額を下回っている場合

書類を提出できない、若しくは提出された書類で
履行可能と判断できない場合

落札額が低入札防止対策対象額を上回っている場合

県から低入札防止対策対象決定通知書を通知

契　約　締　結

確約書（様式１）・理由書（様式２）を提出
（契約室へ提出）

提出された書類で履行可能と判断できる場合
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